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民�

年�
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あ
な
た
に
は
第
3
号
被
保
険
者

号
被
保
険
者�

期
間
期
間
が
あ
り
ま
す
か
？�

■
第
１
号
被
保
険
者

…
…
…
…
…
…
…

自
営
業
・
自
由
業
・
学
生
な
ど

■
第
２
号
被
保
険
者

…
…
…
…
…
…
…

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合
加
入
者
で
あ
る
会
社
員
・

公
務
員
な
ど

■
第
３
号
被
保
険
者
に
な
る
人
と
は

…

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
組
合
加
入
者
（
第
２
号
被
保

険
者
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
、
年
間
収
入
が
一
定
に
満

た
な
い
、
２０
歳
以
上
６０
歳
未
満
の
妻
（
夫
）
で
す
。

第
３
号
被
保
険
料
で
あ
る
こ
と
を
届
出
し
て
お
け
ば
、

該
当
し
て
い
る
間
は
保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
、
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
た
の
と
全
く
同
じ
扱
い
に
な
り
ま

す
。

�
夫
（
妻
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
て
も
、
自
動
的
に
は
第

３
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
せ
ん
。
夫
（
妻
）
の
勤
務

先
に
届
け
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

�
年
間
収
入
が
一
定
額
に
満
た
な
い
、
２０
歳
以
上
６０
歳

未
満
の
妻
（
夫
）
と
は
、
一
般
的
に
年
間
収
入
が
１３０

万
円
未
満
の
人
で
す
。

こ
ん
な
と
き
は

種
別
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す

�
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
た
場
合

◆
配
偶
者
が
就
職
し
て
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加
入
者

に
な
っ
た
と
き

◆
結
婚
し
て
、
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た
と
き

◆
収
入
が
減
っ
て
、
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た
と
き

◆
会
社
を
退
職
し
て
、
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た
と
き

◆
配
偶
者
が
転
職
し
て
加
入
す
る
年
金
制
度
が
変
わ
っ

た
と
き

届
出
書
に
年
金
手
帳
を
添
え
て
配
偶
者
の
勤
務
先
に
、

第
３
号
被
保
険
者
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合

◆
配
偶
者
が
退
職
（
失
業
）
し
た
と
き

◆
離
婚
し
た
と
き

◆
配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き

◆
収
入
が
増
え
て
配
偶
者
か
ら
扶
養
さ
れ
な
く
な
っ
た

と
き

第
１
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
課
国
保
年

金
係
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
あ
な
た
が
就
職
し
て
会
社
員
や
公
務
員
に
な
っ
た
と

き
は
第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
の
で
、
勤
務
先

の
事
業
所
が
届
出
を
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４

国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
申
請

期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

今
般
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
に
係
る
不
適
正

事
案
を
踏
ま
え
、
対
象
者
が
平
成
１７
年
度
分
の
免
除
等

の
申
請
に
つ
い
て
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

免
除
等
の
申
請
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料

全
額
免
除
・
半
額
免
除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て

▼
承
認
期
間＝

平
成
１７
年
４
月
〜
１８
年
６
月
ま
で

学
生
納
付
特
例
申
請

▼
承
認
期
間＝

平
成
１７
年
４
月
〜
１８
年
３
月
ま
で

▼
必
要
な
も
の＝

・
年
金
手
帳

・
印
か
ん

・
離
職
を
事
由
と
す
る
免
除
の
場
合
は
、
離
職
票
や
退

職
証
明
書
（
コ
ピ
ー
可
）

・
学
生
納
付
特
例
申
請
を
受
け
る
場
合
は
、
学
生
証
ま

た
は

在
学
証
明
書

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

※
委
任
状
が
な
く
、
代
理
人
が
世
帯
主
や
配
偶
者
以
外

の
人
で
あ
る
場
合
、
ご
本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）

▼
申
請
期
限＝

１０
月
３１
日
�

▼
申
請
・
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４
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